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(57)【要約】
【課題】安全性が高く、飲食品としても使用でき、優れ
たエネルギー産生促進作用を有するエネルギー産生促進
剤の提供。
【解決手段】パナキサトリオール及びパナキサジオール
の少なくともいずれかを含有し、アデノシン３リン酸及
びクレアチンリン酸の少なくともいずれかの産生を促進
するエネルギー産生促進剤、及び前記エネルギー産生促
進剤を含有し、筋肉痛及び倦怠感の少なくともいずれか
を予防又は改善する予防剤又は改善剤である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なくともいずれかを含有し、アデノシン
３リン酸及びクレアチンリン酸の少なくともいずれかの産生を促進することを特徴とする
エネルギー産生促進剤。
【請求項２】
　パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なくともいずれかが、ウコギ科人参由来
のサポゲニンである請求項１に記載のエネルギー産生促進剤。
【請求項３】
　ウコギ科人参由来のサポゲニンが、ウコギ科人参を０．０１ｍｏｌ／Ｌ～４ｍｏｌ／Ｌ
の酸水溶液及び低級アルコールの存在下で加水分解処理して得られる請求項２に記載のエ
ネルギー産生促進剤。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載のエネルギー産生促進剤を含有し、筋肉痛及び倦怠感
の少なくともいずれかを予防又は改善することを特徴とする予防剤又は改善剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギー産生促進剤、並びに、前記エネルギー産生促進剤を含有する筋肉
痛及び倦怠感の少なくともいずれかの予防剤又は改善剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体の構成単位である細胞は、増殖、代謝、修復等の機能を有し、これにより生体の種
々の機能を維持している。細胞における前記機能の低下は、老化などによって引き起こさ
れる。例えば、高齢者の脳、皮膚、内臓、骨等の多くの組織では、退行性萎縮が起こり、
組織内の細胞数も減少し、生理機能も低下する。このような細胞の前記機能の低下は、各
種疾病を引き起こす原因となる。
【０００３】
　細胞が前記機能を発揮する上では、そのエネルギー源となるアデノシン３リン酸（Ａｄ
ｅｎｏｓｉｎｅ　ｔｒｉｐｈｏｓｐｈａｔｅ：以下、「ＡＴＰ」と称することがある）が
重要な役割を担っている。ＡＴＰは、生体の全ての細胞中に存在し、その生命活動をつか
さどる化学物質であり、多くのエネルギー代謝に関与する。例えば、糖代謝、核酸やタン
パク質の生合成、イオン等の能動輸送、筋収縮などの種々の生体内反応において、重要な
エネルギー源としてＡＴＰが機能している。
　したがって、運動時に拘らず、日常生活の安静時においてもＡＴＰの産生を促進し、該
ＡＴＰを細胞に補給することで、細胞の増殖、代謝、修復等の細胞の機能の活性化や、抗
老化（アンチエイジング）の効果が期待できる。
【０００４】
　組織の単位では、骨格筋において特に大量のＡＴＰが利用される。骨格筋には、クレア
チンという化合物が多量に存在する。クレアチンは、生体内でアルギニンとグリシンとか
ら合成され、その多くは骨格筋内ではクレアチンキナーゼによりＡＴＰからリン酸基を受
け取り、クレアチンリン酸という形で存在している。クレアチンリン酸は、筋肉などの急
激に多量のエネルギーを消費する細胞において、高エネルギーリン酸結合を貯蔵するとい
う重要な役割を担っており、特に運動などの嫌気的条件下での筋肉収縮に際してＡＴＰを
再生し、同時にクレアチンに戻るかあるいは非酵素的反応によってクレアチニンとなって
尿中に排泄される。
【０００５】
　生体内のクレアチンは、食肉中などに存在するクレアチンの摂取によって増加させるこ
とができるが、更にクレアチンを増加させる方法としては、例えば、無酸素的運動能力を
高める目的で、急速収縮による嫌気性解糖が起こる筋肉中に見られるβ－アラニルヒスチ
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ジンジペプチドの前駆体であるβ－アラニンとともに、クレアチンを投与する方法が開示
されている（特許文献１参照）。また、エネルギーレベル（例えば、細胞内ＡＴＰ濃度）
を増加させる目的で、ＡＴＰ前駆体であるペントース糖とともに、クレアチンを投与する
方法が開示されている（特許文献２参照）。このように、生体内のクレアチンを増加させ
るためには、クレアチンを直接摂取することが一般的であり、例えば、瞬発力を必要とす
るスポーツ選手などを対象とした種々のサプリメントが市販されている。
　しかし、摂取したクレアチンを体内で保持し得る量は、筋肉量によって制限されるので
、摂取してもすべてのクレアチンがクレアチンリン酸の形に変換され、利用されるわけで
はない。また、利用されなかったクレアチンは、腎糸球体で濾過されるが、尿細管で再吸
収され排出されにくいという問題がある。更に、クレアチンは、過剰に摂取すると、その
分解物であるクレアチニン濃度が血漿中で過度に増大するため、腎臓や心臓に負荷がかか
るという問題もある。
　したがって、サプリメントによるクレアチン摂取は、十分な注意と管理の下で行われな
ければならないという問題がある。
【０００６】
　したがって、エネルギー産生の原料（ＡＴＰ、クレアチンなど）を補充するという従来
の方法とは異なる方法で、かつ、運動時に拘らず、日常生活の安静時においてもエネルギ
ー産生を促進させることができる方法が求められているのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０００－５１６４６４号公報
【特許文献２】特表２００２－５１８３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、安全性が高く、飲食品としても使用でき、優れたエネルギー産生促進
作用を有するエネルギー産生促進剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するため、本発明者らは鋭意検討した結果、以下のような知見を得た。
即ち、パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なくともいずれかを含有し、アデノ
シン３リン酸及びクレアチンリン酸の少なくともいずれかの産生を促進するエネルギー産
生促進剤は、エネルギー産生の原料を補充するという従来の方法とは異なり、生体が本来
有するエネルギー産生作用を促進することができるため、腎機能を低下させる恐れがなく
、安全にエネルギー産生を促進させることができることを知見し、本発明の完成に至った
。
【００１０】
　本発明は、本発明者らによる前記知見に基づくものであり、前記課題を解決するための
手段としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なくともいずれかを含有し、ア
デノシン３リン酸及びクレアチンリン酸の少なくともいずれかの産生を促進することを特
徴とするエネルギー産生促進剤である。
　＜２＞　パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なくともいずれかが、ウコギ科
人参由来のサポゲニンである前記＜１＞に記載のエネルギー産生促進剤である。
　＜３＞　ウコギ科人参由来のサポゲニンが、ウコギ科人参を０．０１ｍｏｌ／Ｌ～４ｍ
ｏｌ／Ｌの酸水溶液及び低級アルコールの存在下で加水分解処理して得られる前記＜２＞
に記載のエネルギー産生促進剤である。
　＜４＞　前記＜１＞から＜３＞のいずれかに記載のエネルギー産生促進剤を含有し、筋
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肉痛及び倦怠感の少なくともいずれかを予防又は改善することを特徴とする予防剤又は改
善剤である。
【００１１】
　＜５＞　パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なくともいずれかを含有し、ア
デノシン３リン酸の産生を促進することを特徴とするアデノシン３リン酸産生促進剤であ
る。
　＜６＞　パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なくともいずれかを含有し、ク
レアチンリン酸の産生を促進することを特徴とするクレアチンリン酸産生促進剤である。
　＜７＞　前記＜１＞から＜３＞のいずれかに記載のエネルギー産生促進剤を含有するこ
とを特徴とする飲食品である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
安全性が高く、飲食品としても使用でき、優れたエネルギー産生促進作用を有するエネル
ギー産生促進剤を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、ヒフク筋及び肝臓におけるＡＴＰの発現量を示す図である。
【図２】図２は、ヒフク筋におけるクレアチンリン酸の発現量を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（エネルギー産生促進剤）
　本発明のエネルギー産生促進剤は、パナキサトリオール及びパナキサジオールの少なく
ともいずれかを含有し、必要に応じて、更にその他の成分を含有する。
【００１５】
＜パナキサトリオール、パナキサジオール＞
　前記パナキサトリオール（以下「ＰＴ」と略記することがある）及び前記パナキサジオ
ール（以下「ＰＤ」と略記することがある）は、ダンマラン系トリテルペン類に属する化
合物である。
【００１６】
　前記エネルギー産生促進剤における前記ＰＴ及び前記ＰＤの少なくともいずれかの含有
量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【００１７】
　前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤの入手方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、サポニンを含有する植物（以下、「サポニン含有植物」と
称することがある）から抽出する方法、合成する方法、市販品を用いる方法などが挙げら
れる。
　これらの中でも、サポニン含有植物より得る方法が、安全性の前記ＰＴ及び／又は前記
ＰＤを得ることができる点で好ましい。前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤは、前記サポニン含
有植物から得る場合、植物由来のサポニン（配糖体）から糖がはずれ、側鎖が閉環したア
グリコン体（サポゲニン）として得られる。
【００１８】
　前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを、前記サポニン含有植物より得る方法としては、特に制
限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記サポニン含有植物を所定濃度
の酸水溶液を作用させて加水分解処理を施し（以下、「加水分解処理工程」と称すること
がある。）、得られた加水分解処理後の液を中和後（以下、「中和工程」と称することが
ある。）、濾過し（以下、「濾過工程」と称することがある。）、残渣を乾燥させ（以下
、「乾燥工程」と称することがある。）、該残渣より精製する（以下、「精製工程」と称
することがある）方法が、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを多く抽出でき、簡便に製造でき
る点でより好ましい。
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【００１９】
＜＜加水分解処理工程＞＞
　前記加水分解処理工程は、前記サポニン含有植物に所定の濃度の酸水溶液を作用させ、
前記植物中のサポニンを加水分解し、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを生成させる工程であ
る。前記加水分解処理工程は、低級アルコールの存在下で行われることが好ましい。
【００２０】
－サポニン含有植物－
　前記サポニン含有植物としては、サポニンが含まれる天然物であれば、特に制限はなく
、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ウコギ科（Ａｒａｌｉａｃｅａｅ）、
セリ科（Ａｐｉａｃｅａｅ）、ヒメハギ科（Ｐｏｌｙｇａｌａｃｅａｅ）、キキョウ科（
Ｃａｍｐａｎｕｌａｃｅａｅ）、ウリ科（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａｃｅａｅ）、マメ科（Ｆａ
ｂａｃｅａｅ）、ヒユ科（Ａｍａｒａｎｔｈａｃｅａｅ）、アケビ科（Ｌａｒｄｉｚａｂ
ａｌａｃｅａｅ）、クロウメモドキ科（Ｒｈａｍｎａｃｅａｅ）、ユリ科（Ｌｉｌｉａｃ
ｅａｅ）、ヤマノイモ科（Ｄｉｏｓｃｏｒｅａｃｅａｅ）に属する植物などが挙げられる
。これらは、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２１】
　具体例としては、ウコギ科のタラノキ属（Ａｒａｌｉａ）〔タラノキ、ウド等〕、ウコ
ギ属（Ｅｌｅｕｔｈｅｒｏｃｏｃｃｕｓ）〔エゾウコギ、ウコギ、コシアブラ等〕、トチ
バニンジン属（Ｐａｎａｘ）〔アメリカニンジン、オタネニンジン、サンシチニンジン（
田七人参）、トチバニンジン（竹節人参）等〕；セリ科のミシマサイコ属（Ｂｕｐｌｅｕ
ｒｕｍ）〔ホタルサイコ、ミシマサイコ等〕；ヒメハギ科のヒメハギ属（Ｐｏｌｙｇａｌ
ａ）〔ヒメハギ、イトヒメハギ（オンジ）、ヒロハセネガ（セネガ）等〕；キキョウ科の
キキョウ属（Ｐｌａｔｙｃｏｄｏｎ）〔キキョウ等〕；ウリ科のアマチャヅル属（Ｇｙｎ
ｏｓｔｅｍｍａ）〔アマチャヅル等〕；マメ科のカンゾウ属（Ｇｌｙｃｙｒｒｈｉｚａ）
〔カンゾウ等〕；ヒユ科のイノコズチ属（Ａｃｈｙｒａｎｔｈｅｓ）〔ヒナタイノコズチ
（ゴシツ）等〕；アケビ科のアケビ属（Ａｋｅｂｉａ）〔ミツバアケビ（モクツウ）等〕
；クロウメモドキ科のナツメ属（Ｚｉｚｉｐｈｕｓ）〔ナツメ（タイソウ）等〕；ユリ科
のジャノヒゲ属（Ｏｐｈｉｏｐｏｇｏｎ）〔ジャノヒゲ（バクモンドウ）等〕；ヤマノイ
モ科のヤマノイモ属（Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ）〔オニドコロ（ヒカイ）等〕などが挙げられ
る。
【００２２】
　前記サポニン含有植物の部位としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、根、根茎、葉、茎、花などが挙げられる。具体例としては、田七人参
の根、オタネニンジンの根、トチバニンジンの根、エゾウコギの根、タラノキの根、ウド
の根、ミシマサイコの根、イトヒメハギの根、ヒロハセネガの根、キキョウの根、アマチ
ャヅルの全草、カンゾウの根、ヒナタイノコズチの根、ミツバアケビの茎、ナツメの実、
ハナスゲの根茎、ジャノヒゲの根、オニドコロの根茎などが挙げられる。
【００２３】
　これらの中でも、前記サポニン含有植物は、ウコギ科人参が好ましく、ウコギ科トチバ
ニンジン属田七人参の根、ウコギ科トチバニンジン属オタネニンジンの根、ウコギ科トチ
バニンジン属トチバニンジンの根、ウコギ科ウコギ属エゾウコギの根、ウコギ科タラノキ
属タラノキの根、ウコギ科タラノキ属ウドの根、ウリ科アマチャヅル属アマチャヅルの全
草がより好ましく、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤの最も高い収量が得られるウコギ科トチ
バニンジン属田七人参の根が特に好ましい。
【００２４】
　前記サポニン含有植物は、天然から採取されたそのままの状態で使用してもよいが、例
えば、洗浄、乾燥、裁断、破砕、粉砕等を適宜組み合わせた前処理を施してから使用をす
ることで、後述する加水分解処理をより効率的に行うことが可能となる。これらの中でも
、前記サポニン含有植物としては、粉砕処理を施した粉末状のものを使用することが好ま
しい。なお、前記サポニン含有植物は、市販品を利用してもよい。前記市販品の具体例と
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しては、田七人参粉末、田七人参水抽出エキス末（共に、松浦薬業株式会社製）などが挙
げられる。
【００２５】
－－酸水溶液－－
　前記酸水溶液としては、酸を含む水溶液であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、塩酸、リン酸、硫酸、硝酸等の無機酸を含む水溶液が好ま
しい。これらは、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。これらの中で
も、塩酸を含む水溶液がより好ましい。
【００２６】
　前記酸水溶液における酸の濃度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができるが、０．０１ｍｏｌ／Ｌ～４ｍｏｌ／Ｌが好ましく、０．５ｍｏｌ／Ｌ～３
ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。前記酸の濃度が、０．０１ｍｏｌ／Ｌ未満であると、加水分
解が不十分で前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤが効率よく生成されないことがあり、４ｍｏｌ
／Ｌを超えると、加水分解が進み過ぎることや、コスト的に不利になることがある。一方
、前記酸の濃度が前記好ましい範囲内であると、十分な加水分解により前記ＰＴ及び／又
は前記ＰＤを効率よく生成することができる。
【００２７】
　前記酸水溶液の使用量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きるが、前記サポニン含有植物に対して、２倍容量～２０倍容量使用することが好ましい
。前記酸水溶液の使用量が、前記サポニン含有植物に対して２倍容量未満であると、前記
サポニン含有植物が十分に浸らず加水分解処理が不十分になることがあり、２０倍容量を
超えると、反応が飽和し、コスト的に不利になることがある。
【００２８】
－低級アルコール－
　前記加水分解処理は、低級アルコールの存在下で行うことがより好ましい。前記加水分
解処理工程において低級アルコールを使用することにより、前記サポニン含有植物と、前
記酸水溶液との親和性を向上させ、効率よく加水分解を進めることが可能となる。また、
前記低級アルコールを使用することにより、得られる前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤの味や
取り扱い性を向上させることができる点でも有利である。
【００２９】
　前記低級アルコールとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、炭素数が１～５のアルコールなどが挙げられる。これらは、１種単独で使用し
てもよく、２種以上を併用してもよい。これらの中でも、メタノール、エタノール、プロ
パノールが好ましく、安全性の点からエタノールが特に好ましい。
【００３０】
　前記低級アルコールを、該低級アルコールを含む水溶液として使用する場合、水と低級
アルコールとの混合比としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、体積比で、水：低級アルコールが、９：１～２：１が好ましく、３：１がより好ま
しい。
【００３１】
　前記低級アルコールの使用量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、加水分解液総量に対して、１容量％～８０容量％が好ましく、１０容量％
～５０容量％がより好ましく、２０容量％～４０容量％が特に好ましい。前記低級アルコ
ールの使用量が、前記加水分解液総量に対して、１容量％未満であると、前記ＰＴ及び／
又は前記ＰＤを効率よく生成することができないことがあり、８０容量％を超えると、前
記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを効率よく生成できないことや、コスト的に不利になることが
ある。一方、前記低級アルコールの使用量が、前記特に好ましい範囲内であると、前記Ｐ
Ｔ及び／又は前記ＰＤを効率よく生成することができる点で有利である。
　なお、前記「加水分解液総量」とは、前記酸水溶液、及び、前記低級アルコールを含め
た全反応液量のことをいう。
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【００３２】
　前記酸水溶液、及び、前記低級アルコールを含めた全反応液量（加水分解液総量）は、
前記サポニン含有植物に対し、２倍容量～２０倍容量とすることが好ましい。全反応液量
が、前記サポニン含有植物に対して、２倍容量未満であると、前記サポニン含有植物が十
分に浸らず加水分解処理が不十分になることがあり、２０倍容量を超えると、反応が飽和
し、コスト的に不利になることがある。
【００３３】
　前記加水分解処理における処理温度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、６０℃～１００℃が好ましく、７０℃～９０℃がより好ましい。前
記処理温度が、６０℃未満であると、加水分解が不十分で前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを
効率よく生成することができないことがあり、１００℃を超えると、特殊な製造設備が必
要となり、コスト的に不利になることがある。一方、前記処理温度が、前記より好ましい
範囲内であると、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを効率よく生成することができる点で有利
である。
【００３４】
　前記加水分解処理における処理時間としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、３０分間～２４時間が好ましく、２時間～８時間がより好ましい。
前記処理時間が、３０分間未満であると、加水分解が不十分となり前記ＰＴ及び／又は前
記ＰＤを効率よく生成することができないことがあり、２４時間を超えると、反応が進み
過ぎることや、コスト的に不利になることがある。一方、前記処理時間が、前記より好ま
しい範囲内であると、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを効率よく生成することができる点で
有利である。
【００３５】
＜＜中和工程＞＞
　前記中和工程は、前記加水分解処理工程で得られた加水分解後の液を中和する工程であ
る。
　前記中和を行う方法としては、特に制限はなく、公知の方法の中から目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、前記加水分解後の液に、水酸化ナトリウム、水酸化カリウ
ム等の強塩基水溶液を適宜添加することにより行うことができる。
　前記中和後のｐＨとしては、中性であれば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができるが、５～８が好ましい。
【００３６】
＜＜濾過工程＞＞
　前記濾過工程は、前記中和工程で中和した後の加水分解処理後の液を濾過し、濾液と、
残渣とに分離する工程である。
　前記濾過の方法としては、特に制限はなく、公知の方法の中から目的に応じて適宜選択
することができる。なお、濾過後は、更に塩がなくなるまで水洗を繰り返してもよい。前
記水洗は、アルコール濃度を低下させることができる点でも好ましい。
【００３７】
－加水濾過－
　前記加水分解処理工程で低級アルコールを使用しなかった場合は、中和後、そのまま前
記濾過工程に進むことができるが、低級アルコールを使用した場合は、濾過前に、生成さ
れた前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤの残渣への残留を促す目的で、水を加えて加水分解処理
後の液における低級アルコール濃度を下げることが好ましい。
【００３８】
　この場合に添加する水の量は多いほどよいが、加水分解処理後の液における低級アルコ
ール濃度は、低いほど好ましく、具体的には５０容量％以下となるように添加することが
好ましく、３０容量％以下となるように添加することがより好ましく、１０容量％以下と
なるように添加することが特に好ましい。前記加水分解処理後の液における低級アルコー
ル濃度が、５０容量％を超えたまま濾過に供すると、生成された前記ＰＴ及び／又は前記
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ＰＤが低級アルコールに溶解して濾液として排出されてしまい、残渣における前記ＰＴ及
び／又は前記ＰＤの含有量が減少してしまうことがある。一方、前記加水分解処理後の液
における低級アルコール濃度を、前記特に好ましい範囲内とすると、より残渣における前
記ＰＴ及び／又は前記ＰＤの含有率を高めることができる点で有利である。
【００３９】
－減圧濃縮後濾過－
　また、濾過前に、生成された前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤの残渣への残留を促す目的で
、減圧濃縮により低級アルコールを留去することで、加水分解処理後の液における低級ア
ルコール濃度を下げることができる。
【００４０】
　この場合、濃縮温度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、７０℃以下が好ましく、４０℃～５０℃がより好ましい。
【００４１】
　前記減圧濃縮後の低級アルコール濃度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができるが、５０容量％以下となるように留去することが好ましく、３０容量
％以下となるように留去することがより好ましく、１０容量％以下となるように留去する
ことが特に好ましい。前記加水分解処理後の液における低級アルコール濃度が、５０容量
％を超えたまま濾過に供すると、生成された前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤが低級アルコー
ルに溶解して濾液として排出されてしまい、残渣における前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤの
含有量が減少してしまう点で不利となる。一方、前記加水分解処理後の液における低級ア
ルコール濃度を、前記特に好ましい範囲内とすると、より残渣における前記ＰＴ及び／又
は前記ＰＤの含有率を高めることができる点で、有利である。
【００４２】
　また、前記減圧濃縮と、前記加水濾過とは、それぞれ単独の工程として行ってもよいが
、一連の工程として行ってもよい。この場合、前記減圧濃縮後の液に対して水を加え、前
記加水濾過を行う。
【００４３】
＜＜乾燥工程＞＞
　前記乾燥工程は、前記濾過工程後の残渣を乾燥し、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤを含む
乾燥物を得る工程である。
　前記乾燥を行う方法としては、特に制限はなく、公知の方法の中から目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、凍結乾燥法、通風乾燥法、加熱乾燥法、減圧乾燥法などが
挙げられる。
【００４４】
＜＜精製工程＞＞
　前記精製工程は、前記加水分解処理工程で得られた加水分解処理物、好ましくは、前記
中和工程、前記濾過工程、及び／又は前記乾燥工程を経て生成された残渣から、前記ＰＴ
及び／又は前記ＰＤを精製する工程である。
　前記精製する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、シリカゲルカラムを用いて精製する方法などが挙げられる。前記シリカゲルカラ
ムを用いて精製する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、酸加水分解により得られた処理物を１質量％～５質量％含むエタノール溶液
を調製し、次いで、濾紙又は遠心機を用いて、不溶物を除去後、更にロータリーエバポレ
ーターを用いて５倍～１０倍に濃縮し、シリカゲル（例えば、関東化学株式会社製シリカ
ゲル６０Ｎ）を充填したガラスカラムに、前記濃縮液を添加し、クロロホルム：エタノー
ル＝１０：１（Ｖ／Ｖ）を溶離液として、カラム分取を行う方法などが挙げられる。
　前記クロロホルム：エタノール＝１０：１（Ｖ／Ｖ）を展開溶媒とする順相ＴＬＣ上で
、Ｒｆ値が０．４に相当する画分を濃縮し、高純度のパナキサトリオール（ＰＴ）を、Ｒ
ｆ値が０．６に相当する画分を濃縮し、高純度のパナキサジオール（ＰＤ）を得ることが
できる。
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【００４５】
＜その他の成分＞
　前記エネルギー産生促進剤における前記その他の成分としては、本発明の効果を損なわ
ない限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、添加剤、補
助剤、水などが挙げられる。
【００４６】
　前記添加剤又は前記補助剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、殺菌剤、保存剤、粘結剤、増粘剤、固着剤、結合剤、着色剤、安定化剤
、ｐＨ調整剤、緩衝剤、等張化剤、溶剤、酸化防止剤、紫外線防止剤、結晶析出防止剤、
消泡剤、物性向上剤、防腐剤、ビタミン類、アミノ酸類、香料などが挙げられる。これら
は、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００４７】
　前記殺菌剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化セチルピリジニウム等のカチオン性
界面活性剤などが挙げられる。
【００４８】
　前記保存剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、パラオキシ安息香酸エステル類、クロロブタノール、クレゾールなどが挙げられる。
【００４９】
　前記粘結剤、増粘剤、固着剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、澱粉、デキストリン、マルチトール、セルロース、メチルセルロース
、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒド
ロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルデ
ンプン、プルラン、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸アンモニウム、アルギン酸プロピ
レングリコールエステル、グアーガム、ローカストビーンガム、アラビアゴム、キサンタ
ンガム、ゼラチン、カゼイン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキサイド、ポリエ
チレングリコール、エチレン・プロピレンブロックポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム
、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリビニルピロリドンなどが挙げられる。
【００５０】
　前記結合剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、水、エタノール、プロパノール、単シロップ、ブドウ糖液、デンプン液、ゼラチン液、
カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスタ
ーチ、メチルセルロース、エチルセルロース、シェラック、リン酸カルシウム、炭酸カル
シウム、ステアリン酸カルシウム、ポリビニルピロリドン、ステアリン酸モノグリセリド
などが挙げられる。
【００５１】
　前記着色剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、酸化チタン、酸化鉄などが挙げられる。
【００５２】
　前記安定化剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、トラガント、アラビアゴム、カンテン、ゼラチン、ピロ亜硫酸ナトリウム、ＥＤＴＡ
（エチレンジアミン四酢酸）、チオグリコール酸、チオ乳酸などが挙げられる。
【００５３】
　前記ｐＨ調整剤及び前記緩衝剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、炭酸水
素ナトリウムなどが挙げられる。
【００５４】
　前記等張化剤としても、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、塩化ナトリウム、ブドウ糖などが挙げられる。
【００５５】
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　前記エネルギー産生促進剤における前記その他の成分の含有量としては、特に制限はな
く、目的に応じて適宜選択することができる。
【００５６】
＜用途＞
　前記エネルギー産生促進剤は、生体が本来有するエネルギー産生作用に対して、優れた
エネルギー産生促進作用を有するため、腎機能を低下させる恐れがなく、飲食品としても
安全に摂取することができ、日常的に筋肉やその他の組織の運動能力を高めることや、労
働や運動に伴う筋肉痛、全身倦怠感などの予防又は改善に好適に用いられる。
　また、前記エネルギー産生促進剤は、骨格筋等の組織においてもエネルギーの産生を促
進させることができるため、皮膚組織におけるしわ、はり、たるみ等の予防又は改善にも
有効である。
　前記エネルギー産生促進剤は、優れたアデノシン３リン酸の産生促進作用を有するため
、アデノシン３リン酸産生促進剤としても好適に利用できる。また、前記エネルギー産生
促進剤は、優れたクレアチンリン酸の産生促進作用を有するため、クレアチンリン酸産生
促進剤としても好適に利用できる。
【００５７】
（予防剤又は改善剤）
　本発明の予防剤又は改善剤は、本発明の前記エネルギー産生促進剤を有効成分として含
有し、更に必要に応じて、その他の成分を含有する。前記予防剤又は改善剤は、優れたエ
ネルギー産生促進作用を有するため、日常的に筋肉やその他の組織の運動能力を高めるこ
とや、労働や運動に伴う筋肉痛、全身倦怠感などの予防又は改善に好適に用いられる。ま
た、前記エネルギー産生促進剤が、ウコギ科人参由来のＰＴ及び／又はＰＤを含む場合、
天然物由来であるため、副作用がなく安全性の高いものである点で有利である。
【００５８】
　前記予防剤又は改善剤における前記エネルギー産生促進剤の含有量としては、本発明の
効果を損なわない限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。前記
予防剤又は改善剤は、前記エネルギー産生促進剤そのものであってもよい。
【００５９】
　前記予防剤又は改善剤における前記その他成分としては、本発明の効果を損なわない限
り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、前記エネルギー産
生促進剤における前記その他の成分と同様のものなどが挙げられる。
　前記その他の成分の含有量としても、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができる。
【００６０】
＜剤型＞
　前記エネルギー産生促進剤、並びに、前記予防剤又は改善剤の剤型としては、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、経口固形剤、経口半固形剤、経
口液剤などが挙げられる。これらの中でも、前記ＰＴや前記ＰＤは、苦味を有するため、
経口固形剤が好ましい。
【００６１】
－経口固形剤－
　前記経口固形剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤、トローチ剤、タブレット剤などが挙
げられる。
　前記経口固形剤の製造方法としては、特に制限はなく、常法を使用することができ、例
えば、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤ、若しくは前記エネルギー産生促進剤に、更に必要に
応じて、前記その他の成分を加えることにより製造することができる。
【００６２】
－経口半固形剤－
　前記経口半分固形剤としては、液剤と固形剤の中間に位置するものであれば、特に制限
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はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、舐剤、チューインガム剤、ホイ
ップ剤、ゼリー剤などが挙げられる。
　前記経口半固形剤の製造方法としては、特に制限はなく、常法を使用することができ、
例えば、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤ、若しくは前記エネルギー産生促進剤に、更に必要
に応じて、前記その他の成分を加えることにより製造することができる。
【００６３】
－経口液剤－
　前記経口液剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、内服液剤、シロップ剤、エリキシル剤などが挙げられる。
　前記経口液剤の製造方法としては、特に制限はなく、常法を使用することができ、例え
ば、前記ＰＴ及び／又は前記ＰＤ、若しくは前記エネルギー産生促進剤に、更に必要に応
じて、前記その他の成分を加えることにより製造することができる。
【００６４】
＜飲食品＞
　前記エネルギー産生促進剤、並びに、予防剤又は改善剤を飲食品として摂取する場合、
該飲食品は、前記エネルギー産生促進剤そのものであってもよく、他の食品に混合された
ものであってもよい。
　本発明において、前記飲食品とは、人の健康に危害を加えるおそれが少なく、通常の社
会生活において、経口又は消化管投与により摂取されるものをいい、行政区分上の食品、
医薬品、医薬部外品などの区分に制限されるものではなく、例えば、経口的に摂取される
一般食品、健康食品、保健機能食品、医薬部外品、医薬品などを幅広く含むものを意味す
る。
【００６５】
　前記飲食品における前記エネルギー産生促進剤、並びに、前記予防剤又は改善剤が、他
の食品に混合されたものである場合、その配合量としては、特に制限はなく、本発明の効
果を損なわない範囲内で、対象となる飲食品の種類に応じて適宜配合することができる。
【００６６】
　前記飲食品の種類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、清涼飲料、炭酸飲料、栄養飲料、果実飲料、乳酸飲料等の飲料；アイスクリーム
、アイスシャーベット、かき氷等の冷菓；そば、うどん、はるさめ、餃子の皮、シュウマ
イの皮、中華麺、即席麺等の麺類；飴、キャンディー、ガム、チョコレート、錠菓、スナ
ック菓子、ビスケット、ゼリー、ジャム、クリーム、焼き菓子、パン等の菓子類；カニ、
サケ、アサリ、マグロ、イワシ、エビ、カツオ、サバ、クジラ、カキ、サンマ、イカ、ア
カガイ、ホタテ、アワビ、ウニ、イクラ、トコブシ等の水産物；かまぼこ、ハム、ソーセ
ージ等の水産・畜産加工食品；加工乳、発酵乳等の乳製品；サラダ油、てんぷら油、マー
ガリン、マヨネーズ、ショートニング、ホイップクリーム、ドレッシング等の油脂及び油
脂加工食品；ソース、たれ等の調味料；カレー、シチュー、親子丼、お粥、雑炊、中華丼
、かつ丼、天丼、鰻丼、ハヤシライス、おでん、マーボドーフ、牛丼、ミートソース、玉
子スープ、オムライス、餃子、シューマイ、ハンバーグ、ミートボール等のレトルトパウ
チ食品；種々の形態の健康食品、栄養補助食品、医薬品、医薬部外品などが挙げられる。
【００６７】
＜摂取＞
　前記エネルギー産生促進剤、並びに、前記予防剤又は改善剤の摂取方法、摂取量、摂取
回数、摂取時期、及び摂取対象としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができる。
　前記摂取方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、
経口で摂取する方法が、容易に摂取でき継続して摂取しやすい点で好ましい。
　前記摂取量としては、特に制限はなく、摂取対象個体の年齢、体重、体質、症状、他の
成分を有効成分とする医薬の投与の有無など、様々な要因を考慮して適宜選択することが
できる。
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　前記摂取対象となる動物種としては、ヒトに対して好適に適用されるものであるが、そ
の作用効果が奏される限り、ヒト以外の動物、例えば、マウス、ラット、ハムスター、ト
リ、イヌ、ネコ、ヒツジ、ヤギ、ウシ、ブタ、サルなどに対して適用することも可能であ
る。
【実施例】
【００６８】
　以下に本発明の実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
に何ら限定されるものではない。
【００６９】
（製造例１）
＜田七人参酸処理物の調製＞
　田七人参粉末（松浦薬業株式会社製）１ｋｇを、５．９質量％塩酸（２ｍｏｌ／Ｌ塩酸
）を含む２５質量％エタノール水溶液１０Ｌに懸濁し、ゆっくり攪拌しながら８０℃にて
６時間反応させた。次いで、この反応液を氷上で冷却した後、５ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリ
ウム水溶液を加えｐＨ７．０に調整した。次いで、前記ｐＨ調整後の溶液を蒸留水で１０
倍に希釈し、吸引濾過し、濾液と残渣に濾別した。得られた残渣を凍結乾燥し、１８０ｇ
の田七人参酸処理物を得た。
　得られた田七人参酸処理物中のパナキサトリオール（ＰＴ）及びパナキサジオール（Ｐ
Ｄ）の含有量を以下の方法で測定したところ、ＰＴは、５．０質量％であり、ＰＤは、５
．５質量％であった。
【００７０】
－ＰＴ及びＰＤの分析－
　田七人参酸処理物約０．１ｇを精密に量り、エタノール（純度９９．５容量％）約８ｍ
Ｌを加え、超音波槽を用いて１５分間懸濁した。約７００×ｇで１０分間遠心分離した後
、上清にエタノール（純度９９．５容量％）を加えて正確に１０ｍＬとした。この液につ
き、下記条件でガスクロマトグラフィーにより測定した。なお、下記条件におけるＰＴの
保持時間は約２９分間であり、ＰＤの保持時間は約１８分間であった。
［分析条件］
　ガスクロマトグラフ　：　ＧＣ３５３Ｂ（ＧＬサイエンス社製）
　検出器　　　　　　　：　水素炎イオン化検出器（ＦＩＤ）
　注入法　　　　　　　：　スプリット注入法（スプリット比　１：５０）
　カラム　　　　　　　：　ＤＢ－１７ＭＳ（長さ３０ｍ、内径０．２５ｍｍ、膜厚０．
２５μｍ、アジレント・テクノロジー株式会社製）
　カラム温度　　　　　：　初期温度：３１０℃
　　　　　　　　　　　　　初期温度保持時間：２０分間
　　　　　　　　　　　　　昇温速度：１０℃／分間
　　　　　　　　　　　　　到達温度：３２０℃
　　　　　　　　　　　　　到達温度保持時間：１４分間
　キャリヤーガス　　　：　ヘリウム
　流量　　　　　　　　：　１．５ｍＬ／分間
　注入口温度　　　　　：　３２０℃
　検出器温度　　　　　：　３２０℃
　注入量　　　　　　　：　１μＬ
【００７１】
　パナキサトリオールの標準品（ＬＫＴラボラトリーズ社製）及びパナキサジオールの標
準品（ＬＫＴラボラトリーズ社製）を、それぞれ１ｍｇ／ｍＬ、０．５ｍｇ／ｍＬ、及び
０．１ｍｇ／ｍＬに調製し、検量線用標準溶液を作製した。この検量線用標準溶液をそれ
ぞれ１μＬ用いて前記同様の条件でガスクロマトグラフィーにより測定した。それぞれの
ピーク面積を測定し、各検量線用標準溶液のピーク面積及び濃度から検量線を作成した。
この検量線を用いて、前記田七人参酸処理物中のＰＴ及びＰＤの含有量を測定した。
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【００７２】
＜パナキサトリオール（ＰＴ）及びパナキサジオール（ＰＤ）の分離＞
　前記田七人参酸処理物を３質量％含むエタノール溶液を調製した。次いで、濾紙を用い
て、不溶物を除去後、更にロータリーエバポレーターを用いて８倍に濃縮し、シリカゲル
（シリカゲル６０Ｎ、関東化学株式会社製）を充填したガラスカラムに、前記濃縮液を添
加し、クロロホルム：エタノール＝１０：１（Ｖ／Ｖ）を溶離液として、カラム分取を行
った。前記クロロホルム：エタノール＝１０：１（Ｖ／Ｖ）を展開溶媒とする順相ＴＬＣ
上で、Ｒｆ値が０．４に相当する画分を濃縮し、高純度のパナキサトリオール（ＰＴ）を
得た。また、Ｒｆ値が０．６に相当する画分を濃縮し、高純度のパナキサジオール（ＰＤ
）を得た。
【００７３】
（実施例１）
　高脂肪食（ＱｕｉｃｋＦａｔ、日本クレア株式会社製）に、製造例１で製造した田七人
参酸処理物を１質量％含有する混餌を作製した。これを５日間予備飼育したＫＫ－Ａｙ／
ＴａＪｃ１マウス（４週齢、オス、ｎ＝３、日本クレア株式会社より入手）に７日間自由
摂取させた（以下、「田七人参酸処理物投与群」と称することがある）。なお、この際、
水も自由摂取させた。
【００７４】
（実施例２）
　高脂肪食（ＱｕｉｃｋＦａｔ、日本クレア株式会社製）に、製造例１で分離精製したパ
ナキサトリオールを０．１質量％含有する混餌を作製した。これを５日間予備飼育したＫ
Ｋ－Ａｙ／ＴａＪｃ１マウス（４週齢、オス、ｎ＝３、日本クレア株式会社より入手）に
７日間自由摂取させた（以下、「ＰＴ投与群」と称することがある）。なお、この際、水
も自由摂取させた。
【００７５】
（実施例３）
　高脂肪食（ＱｕｉｃｋＦａｔ、日本クレア株式会社製）に、製造例１で分離精製したパ
ナキサジオールを０．１質量％含有する混餌を作製した。これを５日間予備飼育したＫＫ
－Ａｙ／ＴａＪｃ１マウス（４週齢、オス、ｎ＝３、日本クレア株式会社より入手）に７
日間自由摂取させた（以下、「ＰＤ投与群」と称することがある）。なお、この際、水も
自由摂取させた。
【００７６】
（比較例１）
　高脂肪食（ＱｕｉｃｋＦａｔ、日本クレア株式会社製）を、５日間予備飼育したＫＫ－
Ａｙ／ＴａＪｃ１マウス（５週齢、オス、ｎ＝３、日本クレア株式会社より入手）に７日
間自由摂取させた（以下、「対照群」と称することがある）。なお、この際、水も自由摂
取させた。
【００７７】
（試験例１）
＜肝臓及びヒフク筋におけるＡＴＰ及びクレアチンリン酸の分析＞
－測定試料の調製－
　実施例１～３及び比較例１の７日間飼育後のマウスの肝臓及びヒフク筋（骨格筋）を採
取し、それぞれの質量を測定した。次いで、採取した肝臓又はヒフク筋をそれぞれ破砕用
チューブに入れ、ここに、内部標準物質（Ｄ－Ｃａｍｐｈｏｒ－１０－ｓｕｌｆｏｎｉｃ
　Ａｃｉｄ　Ｓｏｄｉｕｍ　Ｓａｌｔ（ＣＳＡ）、和光純薬工業株式会社製）５０μＭを
含むメタノール溶液６００μＬを添加し、液体窒素により凍結し、ビーズ式細胞破砕装置
（ＭＳ－１００Ｒ、株式会社トミー精工製）を用いて、４，０００ｒｐｍ、６０秒間の条
件で５回破砕を行い、破砕液を調製した。
【００７８】
　次に、前記破砕液に、クロロホルム６００μＬ及びＭｉｌｌｉ－Ｑ水２４０μＬを加え
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限外濾過チューブ（Ｕｌｔｒａｆｒｅｅ（登録商標）－ＭＣ、ＵＦＣ３　ＬＣＣ、遠心式
フィルターユニット　５ＫＤａ、ミリポア社製）２本に、それぞれ２４０μＬずつ移した
。これを９，１００×ｇ、４℃、１２０分間の条件で遠心分離し、限外濾過処理を行った
。得られた濾液を乾固させ、再びＭｉｌｌｉ－Ｑ水５０μＬに溶解した。更にＭｉｌｌｉ
－Ｑ水を用いて、肝臓の試料は５倍に、ヒフク筋の試料は１０倍に希釈し、キャピラリー
電気泳動－飛行時間型質量分析計（ＣＥ－ＴＯＦＭＳ）の測定用試料とした。
【００７９】
－ＣＥ－ＴＯＦＭＳ測定－
　前記測定用試料を用い、下記条件でＣＥ－ＴＯＦＭＳのアニオンモードによる測定を行
った。
［測定条件］
　装置：Ａｇｉｌｅｎｔ　ＣＥ－ＴＯＦＭＳ　ｓｙｓｔｅｍ（アジレント・テクノロジー
株式会社製）
　キャピラリー：Ｆｕｓｅｄ　ｓｉｌｉｃａ　ｃａｐｉｌｌａｒｙ（Ｇ１６００－６２２
１１、内径：５０μｍ、長さ：８０ｃｍ、アジレント・テクノロジー株式会社製）
　ランバッファー：Ａｎｉｏｎ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（ｐ／ｎ：Ｈ３３０２
－１０２１）（アジレント・テクノロジー株式会社製）
　リンスバッファー：Ａｎｉｏｎ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（ｐ／ｎ：Ｈ３３０
２－１０２２）（アジレント・テクノロジー株式会社製）
　測定試料導入：Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　５０ｍｂａｒ、２５秒間
　ＣＥ　ｖｏｌｔａｇｅ：Ｐｏｓｉｔｉｖｅ、３０ｋＶ
　ＭＳ　ｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ：ＥＳＩ　Ｎｅｇａｔｉｖｅ
　ＭＳ　ｃａｐｉｌｌａｒｙ　ｖｏｌｔａｇｅ：３，５００Ｖ
　ＭＳ　ｓｃａｎ　ｒａｎｇｅ：ｍ／ｚ　５０～１，０００
　Ｓｈｅａｔｈ　ｌｉｑｕｉｄ：ＨＭＴ　Ｓｈｅａｔｈ　Ｌｉｑｕｉｄ（ｐ／ｎ：Ｈ３３
０１－１０２０）
【００８０】
－データ処理－
　ＣＥ－ＴＯＦＭＳ測定で検出されたピークは、自動積分ソフトウェアを用いて自動抽出
し、ピーク情報として質量電荷比（ｍ／ｚ）、ピーク面積値、及び泳動時間（Ｍｉｇｒａ
ｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ：ＭＴ）を得た。得られたピーク面積値は、下記式（１）により相対
面積値に変換し、更に、下記式（２）により相対値に変換した。なお、得られたデータに
は、Ｎａ＋やＫ＋等のアダクトイオン及び、脱水、脱アンモニウム等のフラグメントイオ
ンが含まれているため、これらの分子量関連イオンを削除し、精査したピークについて、
ｍ／ｚとＭＴの値をもとに、各試料間のピークの照合及び整列化を行った。
　相対面積値＝（測定試料のピークの面積値）／（内部標準物質のピークの面積値×測定
試料の質量）　・・・式（１）
　相対値＝（Ｘの相対面積値）／（Ｙの相対面積値）　・・・式（２）
　ただし、式（２）において、「Ｘの相対面積値」は、田七人参酸処理物投与群、ＰＴ投
与群、又はＰＤ投与群の相対面積値を表し、「Ｙの相対面積値」は、対照群の相対面積値
を表す。
【００８１】
　前記式（２）で算出した相対値の結果を、下記表１に示す。また、ＡＴＰの結果を図１
に、クレアチンリン酸の結果を図２に示す。なお、下記表１において、「ｎｄ」は、検出
できなかったことを示す。
【００８２】
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【表１】

【００８３】
　表１、図１、及び図２の結果より、田七人参酸処理物投与群、ＰＴ投与群、及びＰＤ投
与群は、ヒフク筋及び肝臓において、対照群と比較して有意なＡＴＰ量の増加が認められ
た。また、ヒフク筋においては、クレアチンリン酸も同様に有意な増加が認められた。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明のエネルギー産生促進剤は、生体が本来有するエネルギー産生作用に対して、優
れたエネルギー産生促進作用を有するため、腎機能を低下させる恐れがなく、飲食品とし
ても安全に摂取することができ、日常的に筋肉やその他の組織の運動能力を高めることや
、労働や運動に伴う全身倦怠感などの予防又は改善に好適に用いられる。
　また、前記エネルギー産生促進剤は、骨格筋等の組織においてもエネルギーの産生を促
進させることができるため、皮膚組織におけるしわ、はり、たるみ等の予防又は改善にも
有効である。
　前記エネルギー産生促進剤は、優れたアデノシン３リン酸の産生促進作用を有するため
、アデノシン３リン酸産生促進剤としても好適に利用できる。また、前記エネルギー産生
促進剤は、優れたクレアチンリン酸の産生促進作用を有するため、クレアチンリン酸産生
促進剤としても好適に利用できる。
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